
公用税務照会等に関する業務 

 

１ 業務内容 

（１）公用税務照会・私用の税務証明書の郵送請求（以下「郵送請求」とする。）に係る郵便物の受

領・開封・仕分、収受処理、請求内容等の審査・確認、各証明書及び各回答書の作成、照合、封

入封緘、発送。 

ア 証明書の種類 

（ア）市県民税に関する証明： 

所得証明書 

（イ）納税証明： 

個人市県民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税等、 

軽自動車税・車検(継続検査)用、市税に係る徴収金に滞納がないことの証明、 

（ウ）固定資産に関する証明： 

無資産証明書（固定資産課税台帳に所有者として登録されていないことの証明）、 

評価証明書、公課証明書（税額入りの証明）、住宅用家屋証明書 

イ 各回答書： 

所得照会に関する回答書、住民税扶養親族に関する回答書、 

固定資産に関する回答書（名寄帳等） 

（２）郵送請求の手続方法に関する電話問合せ対応（以下の手続に関するもの） 

ア 税務証明交付申請書（必要項目） 

（ア）必要とする証明書（種類・年度・通数・使用目的） 

（イ）現住所 

（ウ）市外転出者は、千葉市に在住時の住所 

（エ）証明書が必要な方の氏名（フリガナ） 

（オ）生年月日 

（カ）昼間連絡のとれる電話番号（連絡先） 

※税務証明交付申請書は千葉市ホームページからダウンロードが可能との案内 

（https://www.city.chiba.jp/zaiseikyoku/zeimu/zeisei/shinzeisho.html） 

イ 手数料（郵便局の定額小為替） 

ウ 返信用封筒（返信先を記入。必要な郵便切手を貼付） 

エ 請求者の方の本人確認書類（運転免許証等）の写し 

オ 委任状（代理人が請求する場合） 

 

※上記の手続以外のコア業務に係る問合せは、発注者である甲の職員へ引き継ぐ。 

（３）公用税務照会・郵送請求の事務処理中及び処理後の電話問合せ対応（コア業務を除き、受領と

発行の経緯に関するものに限る。） 

 

別表１ 



２ 公用税務照会等に関する業務の「基本的流れ」と「業務内容」 

（私用の税務証明書の郵送請求の事務フローも同様となる。） 

請求者（自治体等） 税務事務センタースタッフ 課税管理課職員 市税事務所 業務の詳細

①市役所本庁舎に送付される税務事務センター（以下「センター」）
宛郵便物をセンターのスタッフが受領に行く。
a 「公用照会」「私用証明請求」「口座振替」「軽自動車申告書」「そ
の他」に郵便物を分類し「その他」は課税管理課課税法務班に引き
継ぐ。
b 「公用照会」は照会元などから「滞納処分を目的とした実態調査」
「国税官署からの照会」「その他」に分類し、前２者は封筒ごと市税事
務所に回送し、「その他」は②以下の処理を行う。

②照会文書に文書番号を付番後、受付簿に照会元・照会内容・文書
番号などを記載する。

③回答の可否を「税務証明等事務取扱要領」により確認する。「同意
書」の添付により回答できる照会の場合は、同意内容も確認する。
なお、要領にて回答の可否が判断できない場合は、課税管理課課
税法務班に確認する。

④税務オンライン端末で照会内容を調査し、回答内容を記入（回答
資料を出力）する。勤務先調査等、課税資料の確認を要する場合
は、課税管理課へ課税原票管理システムで資料の出力を依頼す
る。センターでの回答は、センター内の決裁を取りながら行う。
　（決裁ライン：調査スタッフ⇒確認スタッフ⇒マネージャー）

⑤全ての回答が完了したら、照会文書と併せ課税管理課に決裁を
依頼する。決裁は受付日付順により行う。
公印が必要な証明等には、市職員が公印を押印する

⑥受付簿に回答日等を記入し、返送する。なお、要領により回答不
可とされたものについては、その旨受付簿に記入し、照会文書は返
信用封筒により照会者に返送する。処理済の照会文書は回答日ご
とにファイリングする。

郵便物
①仕分け

②受付簿記入

③内容確認

④回答作成

センターで

回答可能か

⑤送付確認
（可否）決裁

回答書

市民税課

資産税課

法人課

納税１・２課

回答書

回答
送付確認

⑥返送整理

不備分回答書

回答可通常の処理

例外の処理

センター外宛

回答不可

課税法務班

 

 



軽自動車税申告書（検査協会・陸運支局受付分）の入力処理に関する業務 

 

１ 業務内容 

（１）送付された申告書（他市からの回送分及び事業者から送付分も含む）の仕分け（新規、廃車、変

更） 

（２）誤送付された申告書の定置場登録がある市区町村へ回送 

（３）税務オンライン端末による、指定項目のデータ入力 

（４）申告書不明分を発注者である甲の職員へ回送 

（５）申告書を甲が定めた下記２のルールに沿って並び替え、甲へ回送 

 

２ 軽自動車税申告書データ入力業務の「基本的流れ」と「業務内容」 

〇軽自動車検査協会・陸運支局受付分 

  1 日～10 日、11 日～20 日、21 日～月末までの申告書が毎月 3 回に分けて送付される 

※

申告書受付

申告書を処理別、区別に分類

（新規、廃車、変更）

誤って送付された申告書を

管轄の市区町村へ回送

軽四輪または

軽三輪の場合

軽二輪または二輪の

小型自動車の場合

不明分の発注者への引き渡し端末機を使い入力

発注者で調査・回答 東西市税事務所で打ち合わせ

後、事前に関東運輸局千葉運

輸支局に電話をして予約

異動車両一覧表での内容の照合

関東運輸局千葉運輸支局に

職員が出向き、内容の確認

入力及び内容の確認端末機を使い入力

申告書を東西市税事務所に回送

委託事業者が行う部分の表示です

  

別表２ 



市税口座振替に関する業務 

 

１ 口座振替の登録・変更・解約（以下「口座登録等」という。）に関する事務 

（１）以下の口座振替依頼書及び発注者からの口座情報入力依頼書類（以下「依頼書」という。）の受理、

整理番号付番、申込内容確認、データ検索、口座登録等データ入力、分類等 

 ア 口座振替依頼書によるもの 

 （ア）複写式依頼書 

 （イ）ペイジー口座振替受付サービスによる依頼書 

 （ウ）web 口座振替受付サービスによる依頼書 

 （エ）はがき式依頼書 

 （オ）ダウンロード式依頼書による登録・変更分 

 （カ）ダウンロード式依頼書による解約分 

 イ 発注者からの口座情報入力依頼書類によるもの 

 （ア）固定資産税における所有者構成変更に伴う口座情報再登録 

 （イ）市窓口において口座振替解約等の申出を受けたもの 

 （ウ）金融機関からの支店統廃合等連絡によるもの 

 （エ）その他、市において必要に応じ口座登録等を行うもの 

（２）上記ア（エ）及び（オ）における依頼書のコピー、仕分け、管理、金融機関へ依頼書発送等 

（３）依頼書記載不備時の電話、文書発送等による確認対応 

 

２ 口座振替に付随する書類発送等の業務 

（１）口座振替開始通知書（はがき）の受け取り、確認、送付先設定（データ検索、宛名の記載）、引抜

き、発送等 

（２）口座振替不能通知書（封書）の受け取り、確認、引抜き、発送 

（３）発送物の返戻時における転居先等の調査 

 

３ その他の業務 

（１）口座振替解約者等に対するデータ検索、入力、納付履歴確認、納付書の発送、解約者リスト作成

等 

（２）口座振替依頼データ作成後における金融機関への振替停止依頼事務 

（３）口座振替依頼書様式の請求受理、発送 

（４）業務内容における受理等の件数の統計資料、リスト、報告書作成 

（５）業務内容における電話問い合わせ対応 

 

４ その他、発注者が必要と認めるもので、発注者と受注者が協議の上実施するもの。 

  なお、千葉市における口座振替の概要については、千葉市ホームページを参照のこと。 

  https://www.city.chiba.jp/zaiseikyoku/zeimu/nozei/kouzanogoannai.html  

別表３ 



５ 口座振替業務の「基本的流れ」と「業務内容」 

金融機関へ提出

市に直接提出

※口座登録後最初に引き落とされるまで

※ 委託業者が行う部分の表示です。

金融機関事務担当者

口座の確認

申込書（写し）の保管 ⑨

振替開始（中止）通知書
発送

書類番号付番 ⑥

⑦登録（変更）内容
入力・照合

依頼書記載事項確認 ②

整理番号付番

⑧

口座振替依頼書の受領から振替開始通知書送付までの流れ

③

申込書コピー
（市に直接提出の場合）

④

口座振替申請者 口座振替事務担当者

口座振替申込書 口座振替依頼書の受理

①

申込書（原本）送付

⑤

 
 


